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交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて 

―中間整理― 

 

～人々が交わり、心の通う社会をめざして～ 

 

国土交通省 

 

 

はじめに 

 交通は、人や物の移動に必要不可欠なものであり、あらゆる活動の基礎

となっています。このため、平成１４年以来、民主党と社民党が共同で交

通基本法の制定に向けて積極的に取り組んできたところです。将来を見据

え、人口減少・少子高齢化の進展、地球温暖化対策等の諸課題に対応する

ためには、交通政策全般にかかわる課題、交通体系のあるべき姿、交通に

関する基本的な法制度や支援措置のあり方などについて、積極的に検討を

行っていくことが必要だと考えています。 

このため、国土交通省では、昨年の１１月から交通基本法検討会を順次

開催し、各地の現場でがんばっておられる交通関係者や交通機関を利用さ

れる方々の生の声を聞かせていただいてきました。また、本年２月には広

く意見募集を行ったところ３６０件を超える貴重なご意見をいただきま

した。これまでのご意見を踏まえながら、交通基本法の制定と関連施策の

充実に向けた検討の骨子を中間整理としてまとめました。５月～６月には

国土交通省としての考え方をまとめていきたいと思っていますので、引き

続き、みなさんからご意見をいただければ幸いです。 

 

交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて 

私たちは、日々暮らしていくうえで移動を欠かすことはできません。職

場や学校に通い、買い物や病院などに行くためには安全・安心な交通手段

が必要不可欠です。その乗り物、くるまが主役となって久しくなります。

くるまは、戸口から戸口へいつでも自由に移動することを可能にし、私た

ちの暮らしを豊かにしてきました。くるまのお陰で郊外の広い家に住むこ

とが可能になり、事業所の立地場所の選択肢も広がりました。しかし、く

るまに依存する社会となったため、気がつくとお年寄りや体の不自由な

方々にはとても不便な社会になってしまいました。子供達にもしわ寄せが
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きています。くるまを使える者と使えない者の間に大きな格差ができてし

まいました。このような「交通の格差社会」の進展は、これからのわが国

に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。今、日本人の５人に１人は６５

歳以上の高齢者ですが、５年後には４人に１人、２５年後には３人に１人

を超えると見込まれています。このままでは多くの方々が社会参加の機会

を制約され、活力のない暗い社会に向かってしまうのではないでしょうか。 

交通基本法を制定しなければならないと思うもう一つの理由は地球環

境の問題です。地球温暖化の最大の原因は大気中に放出されるCO2ですが、

日本では交通部門からのCO2 排出量は全体の約２割で、その９０％はくる

まからのものです。交通手段をくるまから環境にやさしい公共交通機関に

転換するとともに、くるま自体をエコにしていかなければ、鳩山政権がか

かげる２０２０年までに２５％のCO2 排出量の削減という目標の達成は難

しいと思います。そのためには、私たちの暮らすまちを、自転車、バス、

路面電車、鉄道などが充実した「歩いて暮らせるまち」にしていかなけれ

ばなりません。低炭素社会の実現はグリーン・イノベーションによる成長

戦略の道につながりますので、交通基本法のなかにきちっと交通分野の地

球温暖対策を位置づける必要があります。 

交通基本法は、移動に関する不安や不満をしっかりと受け止めるととも

に、交通部門の地球温暖対策に関して私たちが進むべき方向についての指

針を明確にするものでなければなりません。移動権を法律に位置づけ、環

境にやさしい交通体系を構築していくというこれからの社会にふさわし

い交通政策の道しるべとなるべきです。人と環境にやさしい交通体系の実

現こそが地域や国全体の活性化にもつながりますので、そのような思いで、

交通基本法を制定し、その理念を裏打ちする関連施策を充実させていかな

ければならないと思います。 

 

移動権の保障と支援措置の充実 

交通基本法の根幹に据えるべきは「移動権」だと思います。まず、私た

ちひとりひとりが健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移

動権を保障されるようにしていくことが、交通基本法の原点であるべきで

す。とりわけ、お年寄りや体の不自由な方々にとって、移動権は極めて重

要です。過疎地域では高齢化が他よりも早く進んでおり、ただでさえ不便

なこれらの地域での交通手段の確保は大きな課題です。また、国の骨格を

なす離島にとって航路や空路は生命線です。どのような地域で暮らしてい

ても、人々の知恵や新しい技術を活用しながら、すべての人々にとってま

ちにでやすい環境を整え、移動権を保障していくべきです。 
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そのためには、地域公共交通をしっかりと維持・再生し、活性化させて

いくことが必要です。「ユニバーサル・デザイン」、つまり交通施設を誰も

が利用しやすいものにして行くことも重要です。権利を法律に規定しても

それを裏打ちする施策を充実していかかなければ移動権は充足されない

からです。しかし、地域公共交通をめぐる状況は大変厳しくなっています。

地方のバス、タクシー、鉄道、旅客船の旅客数は過去１０年間で２割減、

２０年間で４割減と落ち込み、赤字の会社が増え、運行の維持が困難なと

ころが増えています。そして、採算をとろうとして運賃を上げたため、客

離れが起きるという悪循環に陥っています。安全で安心な輸送が脅かされ

かねません。また、交通施設や乗り物のバリアフリー化も道半ばの状況で

す。移動権を保障するためには、これらを誰もが利用しやすいユニバーサ

ル・デザインにすることを徹底していかなければなりません。 

これまでは、地域の公共交通は交通企業などの「私」の取組みと国や自

治体の「公」とに頼ってきました。しかし、残念ながら年々公共交通を巡

る環境は厳しさを増しており、「私」の取組みには限界がでてきています。

このため、地域公共交通を維持・再生し、活性化させていくためには「公

助」を一層充実させることが必要ですが、今までのやり方で単に支援額を

増やすだけではいけないと思います。 

少し具体的に考えてみましょう。まず、移動手段の確保やバリアフリー

の問題は、住民、自治体、交通企業などの地域の関係者が望ましい姿を構

想し、持続可能な方策を構築することが基本だと思います。これを地方と

連帯して支援していくのが国の役割です。従って、国の支援措置は地域の

自主性を尊重することを基本におきながら拡充・再構築していくことが必

要です。このような観点から、地域公共交通の維持・活性化などに関する

国の補助制度は、予算を拡充するとともに、自治体や交通企業などによる

地域の協議会の自主的な取組みに対して一括して交付する仕組みに改め

てはどうでしょうか。 

また、「公助」の内容についても新しい発想が必要です。今は健常でく

るまを自分で運転することができたり、家族に連れていってもらうことが

できても、いずれは年をとって運転できなくなり、家族に頼れない状況に

も遭遇します。誰もが動くことが難しくなるというリスクを負っているの

です。生きていくなかで障害を負ったり、生まれながらに障害をもってい

る方々もいます。このような状況にあるにもかわらず、交通分野には福祉

の思想、つまり健常者が移動に困難を伴う人々を支え合う「共助」の考え

方が欠けているように感じます。「共助」の視点を加えて、国も地方も「公

助」の内容を大幅に拡充する必要があるのではないでしょうか。 
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環境にやさしい交通体系の実現 

くるまに依存する現代社会が解決すべきもう一つの重要課題は環境に

やさしい交通体系の実現です。くるまから環境負荷の少ない公共交通への

利用転換やエコカーの普及を加速させるためには、経済的誘因（インセン

ティブ）や各種の規制を総動員する必要があります。例えば、通勤のこと。

全国の就業者の４割が通勤にくるまを使っています。マイカー通勤からの

CO2排出量は年間 3,000 万トンに達するとの推計もあります。法律、予算、

税制を組み合わせて通勤交通のグリーン化を加速させる必要があります。 

また、経済の牽引役が期待される大都市も交通混雑が常態化していると

成長力は半減します。シンガポール、ロンドン、ストックホルムなどで行

われているように都市部の渋滞対策にインフラ整備ではなく経済的誘因

や交通規制を活用する時代が来ていると思います。 

物流でも荷主と運送事業者が連携して、短距離輸送は自家用トラックか

ら営業用トラックへ、長距離輸送はトラックから鉄道や海運へ転換（モー

ダルシフト）していくことが必要です。そのためには効率的な輸送機関を

荷主に選んでもらう魅力や誘因を充実させることが必要です。 

これらのことを実現するためには関係者の努力が必要ですし、一面では

負担や制約をもたらします。しかし、短期的な CO2排出量削減のみならず、

長い目でみれば私たちの住まいや事業所の立地に影響し、環境負荷の少な

い都市・国土構造の形成にもつながるはずです。 

 

地域の活力を引き出す交通網の充実 

社会参加の機会が広がるということは、人々が、そして、まちが活気を

もつことにつながります。くるまが多いと「渋滞」になりますが、人々が

たくさん集まってくると「賑わい」になります。路面電車のまち、自転車

で動き回れるまち、バリアフリーの徹底した誰にとっても移動しやすいま

ち、子育てのしやすいまちは、「住んでよし、訪れてよし」となり、来訪

者も増えていきます。それが魅力的なまちづくりであり、地域おこしとい

うものではないかと思います。 

また、地域の活性化は、地域間を結ぶ幹線交通網が各地の隅々にまで根

を伸ばしてこそ引き出されることになります。その意味で、どこがどのよ

うに欠けているのか、新しい高速道路料金制度と整合のとれた交通体系は

どうあるべきか、交通結節点へのアクセスで改善すべきところはどこかな

ど、あらゆる角度から「幹線交通網の総点検」が必要だと感じています。

大都市圏をリニアのような新しい超高速交通機関が結ぶ時代も視野に入

れて、今後の幹線交通体系を総合的な視点からみつめてみることが必要で
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はないでしょうか。 

都市内や都市間を結ぶ交通網は、日本で暮らしている私たちのみならず

わが国を訪れるすべての人々を各地に案内できる基盤となり、日本だけで

なくアジア、そして世界の公共財になるのです。日本発の新しい交通技術

を海外に普及させていくきっかけにもなるでしょう。そんな世界に開かれ

た未来志向の発想も交通基本法には必要だと思います。 

 

おわりに 

 フランスでは 1982 年に交通基本法が制定されました。今では、首都パ

リのみならず、ストラスブールなどの地方都市の交通体系は世界をリード

するようになっています。遅れること 30 年。日本でも交通基本法を制定

するときがきました。国土交通省では、来年の国会に関連施策を充実させ

る方策とともに交通基本法案を提出したいと考えています。 

そのためには、全員参加の過程が重要だと思っています。できるだけ多

くの方々と意見を交わしながら、市民本位、住民本位の法案をつくってい

きたいと思っています。交通基本法の制定と関連施策の充実に向け、この

中間整理に対しても、みなさんから幅広くご意見をいただければと思いま

すので、どうかよろしくお願いします。 



全国的に進む人口減少
交通をめぐる
環境の変化

2005年に我が国の総人口は減少に転じ、人口減少社会は既に現実のも
のに。
今後、平成37（2025）年に1億2,000万人を下回り、平成57（2045）年
には１億人程度となる見通しには１億人程度となる見通し。
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出典：国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口(H18.12) 中位推計
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地域間の人口減少・高齢化格差
交通をめぐる
環境の変化

地域間で人口減少の格差が大きく、大都市圏では人口減少が緩や
か。か。

人口減少率が高い地域ほど、高齢人口（65歳以上）比率が高く、
2030年には、35％に達する見通。
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出典：国立社会保障・人口問題研究所 都道府県将来推計人口(H19.5) 中位推計、国勢調査( )
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急速な高齢社会の到来
交通をめぐる
環境の変化
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出典：国勢調査、国立社会保障 人
口問題研究所資料

労働力人口の見通し交通をめぐる
環境の変化

労働力の減少により経済成長への影響が懸念される。
高齢者の就業支援、仕事と家庭の両立支援、若者の就業支援等により、
労働人口の減少を抑制することも可能
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いわゆる交通弱者について
交通をめぐる
環境の変化

国民1億2,768万人

要介護認定者
子供

高齢者

432万人身体障害者
366万人 高齢者

2,567万人
万人

うち人口非集中地区：1,196万人

出典：厚生労働省資料、国勢調査（2005）

地域公共交通の現状と課題
交通をめぐる
環境の変化

自家用自動車の普及により、公共交通の維持が困難になる等、地域公共交
通を巡る環境は危機的な状況

・自家用乗用車の普及等

公共交通からマイカーへシフト

・地域鉄軌道事業者の約8
割が赤字

交通事業者の厳しい経営状況

・地方都市 過疎地域

公共交通サービスの低下

自家用乗用車の普及等
により、日常生活におけ
る自家用乗用車への依存
が高まっており 長期的

割が赤字
・乗合バス事業者の民事再
生法・会社更生法等の法的

地方都市、過疎地域
における交通空白地
帯の出現
都市部における交通が高まっており、長期的

に公共交通の利用者は
減少傾向

整理が続出
・一般旅客定期航路事業者
の約7割が赤字

・都市部における交通
渋滞等によるバスの
走行環境の悪化 等

の約7割が赤字

4,795
5,000

6,000
（百万人）

497
515

473
600
（百万人）

160
170

157
200
（百万人）

バスの輸送人員（三大都市圏以外）の推移 地域鉄道の輸送人員の推移 国内旅客船の輸送人員の推移

６７％減

2,928

2,095 1,594

2,669

1,696

1 000

2,000

3,000

4,000

5,000 9
458

394401
473

100

200

300

400

500 160

127
107

157

100

50

100

150
６７％減

１７％減 ４１％減

0

1,000

Ｓ５０ Ｈ元 5 10 15 19 （年）

0

100

Ｓ６２ Ｈ元 5 10 15 19 （年）
0

Ｓ５０ Ｈ元 5 10 15 19 （年）
※昭和62年度から平成19年度の期間に廃止・開業等に伴う営業路線

の変化がない事業者（72社）
出典：国土交通省資料 8



地方圏における移動手段の現状と課題（１）
交通をめぐる
環境の変化

公共交通機関の輸送人員は大きく減少傾向。採算悪化に伴い運賃改定が
行われ運賃が割高になり、一層のサービス低下へと、負の連鎖をもたらし
ている。

3

て る。
日々の移動手段の確保の状況は、過疎地域では一層深刻。

地方圏の旅客輸送人員と人口の推移

割高な運賃

JR（地方）の運賃を
1とした場合の水準

2.5

80%

100%

120%

2.3倍

2.5倍

1.5

2

40%

60%

80%
2倍年々旅客輸

送人員減少

10%

20%

平成元 5 10 15 18 （年度）

0

0.5鉄道 バス 旅客船 人口

※　鉄道は、昭和62年度から平成18年度の期間に廃止・開業等に伴う営業路線の変化がない事業者（72

     社）の輸送人員

※　バスは、三大都市圏を除く道県における乗合バスの輸送人員

※ 旅客船は、全国の定期航路、不定期航路の輸送人員

資料）鉄道・旅客船：国土交通省、バス：国土交通省「自動車輸送統計調査」、人口：総務省「人口推計」

※　旅客船は、全国の定期航路、不定期航路の輸送人員

出典：国土交通白書2009

交通をめぐる
環境の変化 地方圏における移動手段の現状と課題（２）

日々の移動を便利にするための方策としては、増発・路線の工夫等
の公共交通の利便性向上、中心市街地への施設集積とアクセス向上、の公共交通の利便性向上、中心市街地への施設集積とアクセス向上、
小回りの利く交通サービスの実現などが上位。

道路

整備
満足35.0% 50.8%

増発・路線の工
夫等の公共交通

不満32.2%

公共

交通 不満52.6%
満足23.2%

42.2%

38 7%

利便性向上

中心市街地への
施設集積とアクセ
ス向上

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足

0 10 20 30 40 50

38.7%
ス向上

小回りの利く交通
サービスの実現

出典：国土交通白書2009 全国無作為抽出調査（地方部の集計結果）より

9



都市と地方の比較
交通をめぐる
環境の変化

市街地において、人口密度が低い地域ほど自動車利用率が高く、その増加ス
ピードも速い。
都市規模別 都市 人 規模が大 く ど 共交通利 率が高く都市規模別では、都市の人口規模が大きくなるほど公共交通利用率が高く、

同じ人口規模圏でも、中心部の方が公共交通利用率が高い。

人口密度と公共交通・自動車の相関

80%
利用率

人口密度と公共交通利用率・自動車利用率の相関

密 が

50%

60%

70% 人口密度が高いほど、

公共交通利用率が高い

人口密度が低いほど、

自動車利用率が高く、

その増加スピードも速い

20%

30%

40%

0%

10%

0 20 40 60 80 100 120 140 160

市街地 密度市街地（DID）人口密度（人/ha）
H11自動車 H17自動車 H11公共交通 H17公共交通

資料）国土交通省「全国都市交通特性調査」（平成１７年）

出典：国土交通白書2009

海外の都市で導入されている仕組み
交通をめぐる
環境の変化

混雑課金制度（ロンドン）トランジットモール
（ ライブ ク）（フライブルク）

LRTとパーク・アンド・ラ
イド（ストラスブール）

出典：国土交通省資料
10



バリアフリー化の現状と課題
交通をめぐる
環境の変化

公共交通機関のバリアフリー化は進んできた。
地方圏ではなかなか進まない（ノンステップバス導入率より）。
５年程前と比 た向上度は約半数 今後とも 層の取組みが必要５年程前と比べた向上度は約半数。今後とも一層の取組みが必要。

ノンステ プバスの導入率の推移 公共交通機関のバリアフリ 化に関する向上度

35.135

40

ノンステップバスの導入率の推移 公共交通機関のバリアフリー化に関する向上度

15.9

20.3

25.5

30.4

15

20

25

30 進展するも、道半ば

問：鉄道、バスなどの公共交通機関のバリアフリーについてお聞きします。あなたは日
頃利用する公共交通機関のバリアフリー化は5年程度前と比べて向上したと思いますか。

向上度 49 1％ どちらともいえない 30 9％

3.7 4.7 5.7 6.7 7.7

0

5

10

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

8.6 40.6 30.9 17.7
1.5

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

向上度 49.1％ どちらともいえない 30.9％

三大都市圏 地方圏

資料）国土交通省

地方圏：なかなか進まず

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.向上した 2.どちらかといえば向上した 3.どちらともいえない

4.どちらかといえば悪化した 5.悪化した 6.わからない

出典 国土交通白書2009出典：国土交通白書2009

安全・安心の確保の現状と課題
交通をめぐる
環境の変化

公共交通機関全般の事故死傷者数は減少傾向。
公共交通機関の安全性の重要度は80.1%と高い。
公共交通機関における事故は 多大な被害 社会的影響を生じさせるおそれが公共交通機関における事故は、多大な被害・社会的影響を生じさせるおそれが

あるため、一層の対策を講じるとともに、万一の事故の時は
早急な事故原因究明と再発防止が必要。

公共交通機関の安全性に関する重要度

問 鉄道・バス・定期船などの公共交通機関を使った外出について問　鉄道・バス・定期船などの公共交通機関を使った外出について
お聞きします。あなたが普段、公共交通機関を使って移動する際、

安全性について、どの程度重要だと思いますか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

重要度 80

80.1% 12.6% 7.3%安全性

 重要度 80.1％

重要度が高い 重要度が低い・自分には関係ない わからない

出典：国土交通白書2009
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日本全体のＣＯ２排出量交通をめぐる
環境の変化

■ 日本のＣＯ２排出量のうち、運輸部門からの排出量は約１９％。

■ 貨物分野全体では運輸部門の３９．６％（日本全体の７．６％）を排出。自動車（トラッ
ク）からの排出量が貨物分野全体の９０％を占める。ク）からの排出量が貨物分野全体の９０％を占める。

日本の各部門におけるＣＯ２排出量 運輸部門におけるＣＯ２排出量

家庭部門
１億７ ９97万㌧

％

１００
旅客分野

（マイカー以外）

産業部門
（工場等）

４億７ ０９４万㌧

１億７，９97万㌧
《１３．８％》

エネルギー転換部門
８，２９５万㌧
《６．４％》

工業プロセス部門
３ ３ ㌧

８０

１００ （マイカ 以外）
３，０４７万㌧
《１２．２％》

貨物分野
４億７，０９４万㌧

《３６．１％》

ＣＯ２総排出量
１３億３７８万㌧
（２００７年度）

５，３７３万㌧
《４．１％》

廃棄物部門
３，０７７万㌧
《２．４％》 ○ 旅客分野全体で

６０

（トラック以外）
９９６万㌧
《４．０％》

マイカー
１億２，０３７万㌧

《４８．３％》

業務その他部門
（商業、サービス、

事務所等）

（２００７年度） 運輸部門の６０．４％
（日本全体の１１．５％）

○ 貨物分野全体で
運輸部門の３９．６％
（日本全体の７ ６％）

４０

自家用トラック事務所等）

２億３，６１９万㌧
《１８．１％》 運輸部門

（自動車、船舶等）

２億４，９２０万㌧

内訳

（日本全体の７．６％）
○ 自動車全体（マイカー・タク

シー・バス・トラック）で
運輸部門の８７．３％
（日本全体の１６．７％）

２０

自家用 ラ ク
４，３７０万㌧
《１７．５％》

営業用トラック
４，４９６万㌧億 ， 万㌧

《１９．１％》

※ 電気事業者の発電の伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量はそれぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分
※ 温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」及び環境省「温室効果ガス排出量」より国土交通省作成

０
《１８．０％》

運輸部門のＣＯ２排出量交通をめぐる
環境の変化

■旅客輸送部門からの排出量は２００１年以降減少傾向。 ２００７年は１５，０８８万トン（１９９０年
比で３４．６％増加）。

■ 貨物輸送部門は１９９６年をピークに減少し、２００７年は９，８６０万トン（１９９０年比で６．７％
削減）削減）。

３ 【最大値】
２億６，８００万

【基準年】

２億４，９００万
（確報値）

億増
７．１％減

運輸部門全体：運輸部門全体：
１９９０年比１９９０年比 １４．７％１４．７％

２

二
酸
化
炭
素

【基準年】
２億１，７００万

２億５，０００万
（旧目標値）

２３．３％増
７．１％減

その他

２億４，０００万
～４，３００万
（新目標値）

２００８年
３月２８日

改訂

旅客輸送：旅客輸送：
１９９０年比１９９０年比 ３４ ６％増３４ ６％増

１億６，０６６万
１億５，０８８万

２
素
排
出
量
（億

【最大値】

《乗用車の燃費の改善》
○ トップランナー基準による燃費改善
○ 自動車グリーン税制

自家用
乗用車

貨物輸送：貨物輸送：
１９９０年比１９９０年比 ６．７％減６．７％減

（新目標値）１９９０年比１９９０年比 ３４．６％増３４．６％増１億１，２１０万

１

億
㌧‐

Ｃ
Ｏ
２

１億１，６００万
年））

○ 自動車グリ ン税制
（低公害車登録台数は約１４４０万台（０６
年））

《トラック輸送の効率化》
○ トラックの大型化や自営転換の進展

１億５００万
９，８６０万

１０．８％増 最大値から１５％減最大値から１５％減
鉄道、内航等

） ○ トラックの大型化や自営転換の進展

《モーダルシフト》
○ トラックから内航・フェリー及び鉄道コ

ンテナへの転換

最大値 減最大値 減

貨物
自動車

０
１９９６ ２００１ ２０１０１９９０ （西暦）

※ 「その他」 ： バス、タクシー、鉄道、船舶、航空
※ 温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」及び環境省「温室効果ガス排出量速報値」より国土交通省 作成

２００７
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通勤交通のグリーン化交通をめぐる
環境の変化

我が国では就業者数6,300万人のうち、マイカ
ーで通勤している人は2,750万人（44%）にのぼ
る（出典：国勢調査（１２年度））。

イカ 通勤からのCO2排出量は推定3 000 バ

自家用乗用車

CO2排出原単位

マイカー通勤からのCO2排出量は推定3,000
万トン／年、自家用乗用車からのCO2排出量の
１／４。
これを鉄道・バスに転換できれば年間2 000万

鉄道

バス 1/3

1/9

（主にマイカ 通勤者を対象） 鉄道駅鉄道駅

これを鉄道・バスに転換できれば年間2,000万
トン以上削減することも可能。 0 50 100 150 200

人キロ当たりCO2-g

公共交通

（主にマイカー通勤者を対象） 鉄道駅

通勤バス

鉄道駅

パーク＆
ライドなど通勤交通

グリ ン化 公共交通
で通勤

地域ぐるみの取組

グリーン化

サイクル＆
バスライドなど

職場＜問題点＞

従業員への働きかけ
電車・バスの情報提供

路線バスのダイヤ改善・増便
通勤バス導入

渋滞緩和

ライドなど

自宅・寮など

職場

自宅・寮など
職場相乗り、自転車など

＜問題点＞
・渋滞の発生
・周辺環境の悪化
・従業員の遅刻、事故

通勤バス導入
等

出典：国土交通省資料

貨物輸送におけるＣＯ２排出原単位交通をめぐる
環境の変化

■ 営業用トラックは自家用トラックに比べＣＯ２排出量原単位（１トンの貨物を１ｋｍ輸送した時に排出する
ＣＯ２の量）が７分の１。「自営転換」とは、自家用から営業用に転換し、トラックの環境負荷を減らすこと。

■ＣＯ２排出量原単位を比較すると、トラック（営業用）に比べて内航海運は４分の１、鉄道は７分の１。
「モーダルシフト」とは、鉄道・内航海運等、環境負荷の小さい輸送モードに転換することにより、ＣＯ２排
出量削減等の環境負荷軽減を図ること。

距離帯別ＣＯ２排出量イメージ

トラック
（自家用）

１００Km未満

トラック
（営業用） １５０

１

１０４６

１

７

１００～３００Kｍ

３００ ００

内航
海運

３９

１

４

７ ３００～５００Km

５００～７５０Km
自家用トラック 営業用トラック

鉄道 ２０

１

７
７５０～１０００Km

自家用トラック 営業用トラック

鉄道（ユニット） 鉄道（バルク）

海運（ユニット） 海運（バルク）

航空

0 50 100 150 200
（ｇ-ＣＯ２

／トンキロ）

２００５年度

１０００Km以上

出典：国土交通省資料 13



 
（第 165 回国会（臨時会）（平成 18 年）民主党・社民党共同提出 

第 171 回国会（常会）（平成 21 年）で衆議院解散となったため廃案） 
 

 
交通基本法案 

 
目次 
 第一章 総則（第一条―第十三条） 
 第二章 交通計画（第十四条―第十六条） 
 第三章 交通に関する基本的施策 
  第一節 国の施策（第十七条―第二十五条） 
  第二節 地方公共団体の施策（第二十六条） 
 附則 
 
第一章 総則 
 
 （目的） 
第一条 この法律は、交通が、人の移動及び貨物流通を担うものとして国民の

諸活動の基礎であるとともに、環境に多大な影響を及ぼすおそれがあること

にかんがみ、移動に関する権利を明確にし、及び交通についての基本理念を

定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の交通についての基本理念

に係る責務を明らかにするとともに、交通に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって

国民の健康で文化的な生活の確保及び国民経済の健全な発展に寄与すること

を目的とする。 
 
 （移動に関する権利） 
第二条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営むために必要な移

動を保障される権利を有する。 
２ 何人も、公共の福祉に反しない限り、移動の自由を有する。 
  
（安全で円滑で快適な交通施設等の利用等） 

第三条 交通施設の整備及び輸送サービスの提供（交通施設の利用に関する情

報の提供を含む。以下同じ。）は、何人も安全が十分に確保され、かつ、円滑

で快適に交通施設及び輸送サービスを利用することができるようにするとと
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もに、交通施設及び輸送サービスの質が確保されつつその費用の縮減が図ら

れることを旨として、交通施設及び輸送サービスを利用する者の立場に立っ

て、行われなければならない。 
 
 （交通体系の総合的整備） 
第四条 交通体系の整備は、国土の利用、整備及び保全に関する国の方針に即

し、交通に係る需要の動向、交通施設に関する費用効果分析及び収支の見通

しその他交通に係る社会的経済的条件を考慮して、徒歩、自転車、自動車、

鉄道、船舶、航空機等による交通が、それぞれの特性に応じて適切な役割を

分担し、かつ、有機的かつ効率的に連携することを旨として、総合的に行わ

れなければならない。 
 
 （交通による環境への負荷の低減） 
第五条 交通による環境への負荷については、交通が環境に多大な影響を及ぼ

すおそれがあることにかんがみ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を

図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨として、

できる限りその低減が図られなければならない。 
 
 （大規模災害時における交通の確保） 
第六条 交通施設の整備は、大規模な災害が発生した場合に必要な交通が確保

されるようにすることを旨として、行われなければならない。 
 
 （国際交通機関等の整備） 
第七条 国際交通機関及びこれに関連する施設の整備は、我が国経済の国際競

争力の維持及び強化が図られることを旨として、行われなければならない。 
 
 （国の責務） 
第八条 国は、第三条から前条までに定める交通についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、交通に関する施策を総合的に策定し、及び実

施する責務を有する。 
２ 国は、交通に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、国民の参

加を積極的に求めなければならない。 
３ 国は、地方公共団体によるその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的

諸条件に応じた交通に関する施策の推進に資するため、地域の輸送需要に対

応する交通に関する事業について、地方公共団体への権限の移譲、国の関与

の縮減等の施策を推進するものとする。 
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 （地方公共団体の責務） 
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、交通に関し、国との適切な役

割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に

応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 地方公共団体は、交通に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、

地域住民の参加を積極的に求めなければならない。 
 
 （事業者の責務） 
第十条 運輸事業その他交通に関する事業を行う者は、基本理念にのっとり、

交通の安全性、円滑性及び快適性の向上、交通による環境への負荷の低減等

に努めなければならない。 
２ 前項に定めるもののほか、事業者は、国又は地方公共団体が実施する交通

に関する施策に協力する等基本理念の実現に寄与するように努めなければな

らない。 
 
 （国民の責務） 
第十一条 国民は、国又は地方公共団体が実施する交通に関する施策に協力す

る等基本理念の実現に寄与するように努めなければならない。 
 
 （法制上の措置等） 
第十二条 政府は、交通に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上

の措置その他の措置を講じなければならない。 
 
 （年次報告） 
第十三条 政府は、毎年、国会に、交通の動向及び政府が交通に関して講じた

施策に関する報告を提出しなければならない。 
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る交通の動向を考慮して講じようとする施

策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 
 
第二章 交通計画 
 
 （交通基本計画） 
第十四条 政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

交通基本計画を定めなければならない。 
２ 交通基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
 一 交通に関する施策についての基本的な方針 

16 
 



 二 交通に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 
 三 前二号に掲げるもののほか、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するために必要な事項 
３ 交通基本計画は、国土の利用、整備及び保全に関する国の計画との調和が

保たれたものでなければならない。 
４ 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、あらかじめ広く国民の意見を聴いて交

通基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 
５ 政府は、前項の規定により閣議の決定をしたときは、交通基本計画を国会

に提出して、その承認を受けなければならない。 
６ 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定による国会の承認があった

ときは、遅滞なく、交通基本計画を公表しなければならない。 
７ 政府は、交通をめぐる情勢の変化を勘案し、及び交通に関する施策の効果

に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、交通基本計画を変更するもの

とする。 
８ 第四項から第六項までの規定は、交通基本計画の変更について準用する。 
 
 （都道府県交通計画） 
第十五条 都道府県は、当該都道府県の区域の自然的経済的社会的諸条件に応

じた交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都道府県交通

計画を定めなければならない。 
２ 都道府県交通計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
 一 都道府県の区域における交通に関する施策についての基本的な方針 
 二 都道府県の区域における交通に関し、当該都道府県が総合的かつ計画的

に講ずべき施策 
 三 前二号に掲げるもののほか、都道府県の区域における交通に関する施策

を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 
３ 都道府県交通計画は、交通基本計画との調和が保たれたものでなければな

らない。 
４ 都道府県は、都道府県交通計画を定める場合には、あらかじめ、国の関係

地方行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関並びに住民の

意見を聴くとともに、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。 
５ 都道府県は、都道府県交通計画を定めたときは、遅滞なく、これを国土交

通大臣及び内閣総理大臣その他関係行政機関の長に報告し、並びに当該都道

府県の区域内の市町村の長に通知するとともに、これを公表しなければなら

ない。  
６ 都道府県は、当該都道府県の区域における交通をめぐる情勢の変化を勘案
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し、及び当該都道府県の区域における交通に関する施策の効果に関する評価

を踏まえ、おおむね五年ごとに、都道府県交通計画を変更するものとする。 
７ 第四項及び第五項の規定は、都道府県交通計画の変更について準用する。 
 
 （市町村交通計画） 
第十六条 市町村は、当該市町村の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた

交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認める

ときは、市町村交通計画を定めなければならない。 
２ 前条第二項から第七項までの規定は、市町村交通計画について準用する。

この場合において、同条第三項中「交通基本計画」とあるのは「交通基本計

画及び都道府県交通計画」と、同条第五項中「国土交通大臣及び内閣総理大

臣その他関係行政機関の長に報告し、並びに当該都道府県の区域内の市町村

の長に通知する」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の知事に報告す

る」と、同条第七項中「第四項及び第五項」とあるのは「次条第二項におい

て準用する第四項及び第五項」と読み替えるものとする。 
 
第三章 交通に関する基本的施策 
 第一節 国の施策 
 
 （交通条件に恵まれない地域における交通施設の整備の促進等） 
第十七条 国は、交通条件に恵まれない地域の住民が日常生活及び社会生活を

営むに当たり安全で円滑で快適に移動することができるようにするため、当

該地域における交通施設の整備の促進及び輸送サービスの提供の確保その他

必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （移動制約者に配慮された交通施設の整備の促進等） 
第十八条 国は、高齢者、障害者等移動に関し制約を受ける者（以下「移動制

約者」という。）が日常生活及び社会生活を営むに当たり安全で円滑で快適に

移動することができるようにするため、移動制約者の移動に係る身体の負担

の軽減に配慮された交通施設の整備及び輸送サービスの提供（既存の公共交

通機関による移動が著しく困難な移動制約者に対する輸送サービスの提供を

含む。）の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （都市部における交通の混雑の緩和等） 
第十九条 国は、都市部における交通の混雑を緩和し、交通の安全性、円滑性

及び快適性の向上並びに交通による環境への負荷の低減を図るため、都市鉄
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道の輸送力の増強及び踏切道の立体交差化の促進、都市部における自動車交

通量を抑制するための措置その他必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （運賃又は料金の負担の軽減） 
第二十条 国は、交通施設及び輸送サービスを利用する者の運賃又は料金に係

る負担の軽減を図るため、交通施設及び輸送サービスの質を確保しつつ、交

通施設の整備及び輸送サービスの提供に要する費用の縮減、公共交通機関に

ついての助成その他必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （交通に係る投資の重点化等） 
第二十一条 国は、交通に係る投資の重点化を図り、総合的な交通体系の整備

を効果的かつ効率的に行うため、真に必要性がある交通施設の重点的な整備

の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （有機的かつ効率的な交通網の形成等） 
第二十二条 国は、有機的かつ効率的な交通網を形成し、貨物流通の効率化及

び円滑化並びに旅客の移動の利便性の向上を図るため、幹線道路、鉄道、航

路及び航空路の間における連携並びに公共交通機関の間における連携の強化

の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （交通による環境の保全上の支障の防止） 
第二十三条 国は、交通による環境の保全上の支障を防止するため、環境への

負荷の低減に資する交通施設（移動施設を含む。）の整備の推進、貨物の幹線

輸送における環境への負荷の低減に資する輸送機関への転換の推進、環境の

保全上の支障を防止するための交通規制その他必要な措置を講ずるものとす

る。 
 
 （災害発生時における交通の支障の防止） 
第二十四条 国は、災害が発生した場合において交通に支障が生じることを防

止するため、交通施設の災害に対する安全性の向上並びに住民の避難及び緊

急輸送のため必要な経路の確保の促進その他必要な措置を講ずるものとする。 
 
 （外航海運等の中核的拠点となるべき施設の整備の促進等） 
第二十五条 国は、外航海運及び国際航空における国際競争力の強化を図るた

め、外航海運及び国際航空の中核的拠点となるべき施設の整備の促進その他

必要な措置を講ずるものとする。 
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第二節 地方公共団体の施策 
 
第二十六条 地方公共団体は、前節に定める国の施策に準じた施策及びその他

のその地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関し

必要な施策を、これらの総合的かつ計画的な推進を図りつつ実施するものと

する。 
 
   附 則 
 この法律は、公布の日から施行する。  
 
   理 由 
 交通が、人の移動及び貨物流通を担うものとして国民の諸活動の基礎である

とともに、環境に多大な影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、交通に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、移動に関する権利を明確にし、

及び交通についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国

民の交通についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、交通に関す

る施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する

理由である。 



交通基本法検討会の開催状況 

 

 

■趣旨 

辻元副大臣及び三日月政務官が検討会を主催し、外部の有識者・事業者等からヒアリングを実施。  

■ ヒアリングの進め方 

有識者・事業者等から公共交通の維持・再生に関する課題等、今後の我が国の交通のあるべき姿

についてご意見を伺う。 

 

第１回  交通基本法の意義、移動の権利についての考え方 （平成 21 年 11 月 13 日）     

第２回  環境負荷低減のための交通施策やインセンティブ、交通政策の費用便益分析 

（平成 21 年 12 月 8 日）   

第３回  地域交通の現状・課題と取組み（過疎地の公共交通） （平成 21 年 12 月 25 日）   

第４回  地域交通の現状・課題と取組み（中規模都市の公共交通） （平成 22 年 1 月 20 日）   

第５回  離島の交通・観光 （平成 22 年 2 月 1 日）  

第６回  交通とまちづくり （平成 22 年 2 月 16 日）  

第７回  福祉輸送（高齢者、障害者等にやさしい輸送） （平成 22 年 3 月１日）  

第８回  バリアフリー （平成 22 年 3 月 8 日）                                           

 

※ 10 回程度開催予定  

※ 検討会の資料、議事概要については、以下の国土交通省ホームページで公開 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_fr_000040.html 
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「交通基本法」の制定に向けた意見募集の結果概要 

平成22年3月 

 

平成22年2月1日から3月2日までにかけて実施した「交通基本法」の制定に向けた意見募集について

は、361件の意見提出があった。 

 

交通基本法の制定に肯定的な意見が354件、否定的な意見が7件であり、意見提出者の多くがその

制定を肯定的にとらえ、具体的な案文の修正意見（165件）や交通施策に関する一般的な意見（189件）

の提出があった。 

 

具体的な意見として、 

 移動に関する権利を明確にし、それを保障するという基本法の規定に賛成の意見 

 移動権の保障や環境・安全の観点から公共交通の維持・充実が必要不可欠であり、自家用車では

なく公共交通を優先する理念を基本法において明確に規定するべきとの意見 

 移動権の保障のための地域公共交通の維持・充実には大きな費用が必要であり、基本法の制定

とともに公共交通支援のための財源を確保すべきとの意見 

 交通計画の策定にあたっては、公共交通再生・活性化法の連携計画、まちづくりや都市計画との

連携が重要であるとの意見 

 公共交通の維持・充実に際しては、離島や過疎地、高齢者、身体障害者、子供等交通弱者に特段

の配慮が必要であるとの意見 

 基本法に関連する施策の実施にあたり、交通事業者に過度の負担とならないよう配慮を求める意

見 

等があった。 
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主要な論点に関する意見とその件数は、以下のとおり。 

（基本法の理念について） 

自家用車優先から公共交通優先・公共交通が社会インフラであるとの理念を

確立すべき 
32 件 

環境負荷低減の理念を積極的に打ち出すべき 25 件 

自家用自動車の特徴を活かすべき 2 件 

自転車の位置づけを明確にすべき 13 件 

物流の位置づけを明確にすべき 18 件 

国、地方自治体、事業者、国民の役割と責任を明確にすべき 54 件 

 

（移動権の保障について） 

移動権の保障に賛成 26 件 

移動権の保障に反対 5 件 

移動権の保障の規定について十分な議論を行うべき 19 件 

移動権の保障は漸進的に達成すべき 3 件 

 

（財源問題について） 

大都市の交通事業者の利益を地方への再配分、ユニバーサル料金や交通税

の導入、ガソリン税等による公共交通の助成に関する財源を確保し、助成制

度を充実すべき、今は健常でもいつかは交通弱者になるのでお互いを支えあ

う共助の考え方を盛り込むべき 

101 件 

公共交通に対する公的負担の増加に反対 5 件 

 

 

23 
 



                                          

（交通計画について） 

国が定める交通基本計画には自動車交通量の削減目標、公共交通機関の整

備目標等具体的な整備目標を定めるべき 
7 件 

ブロック単位での交通計画を策定すべき 9 件 

市町村を超えた広域的な交通計画を策定すべき 23 件 

地域公共交通活性化・再生法の連携計画や、都市計画、道路計画と交通基本

計画との整合性を図るべき 
37 件 

交通基本計画策定にあたり関係省庁間の連携を深めるべき 11 件 

市町村による交通計画策定を義務付けるべき 21 件 

自治体交通計画策定への住民の参画を明確にすべき 17 件 

 

（地域交通に関する国の関与について） 

地域の交通問題に国が関与すべきでない 6 件 

地域の交通問題について国が積極的に関与すべき 49 件 

 

（具体的な施策の方向性について） 

離島、過疎地等の交通不便地域の問題を優先的に解決すべき 31 件 

バリアフリー化を促進すべき 19 件 

代替交通手段（リダンダンシー）を確保すべき 14 件 

交通体系を総合的に考えるべき（施設整備、高速料金等） 28 件 

モーダルシフトを推進すべき 11 件 

モーダルシフトの受け皿、災害時の機能等を踏まえ、港湾、海上交通網の重

要性を位置づけるべき 
17 件 
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自転車の交通ルールを徹底すべき 8 件 

運賃・ダイヤ等の公共交通のサービス水準に公的主体が関与すべき 6 件 

参入・退出自由化の撤廃等運輸事業に関する規制緩和の廃止、見直しをすべ

き 
6 件 

運輸事業の規制緩和を推進すべき 3 件 

公平な競争条件の確保、交通事業者の経営の自主性の確保等交通事業者の

負担が重くならないよう配慮すべき 
19 件 

道路運送法の改正、運用見直しを行うべき 12 件 

道路において人、公共交通を優先するという交通の優先権を明確にすべき 10 件 

道路管理や交通流管理について規制や権限のあり方を再検討するべき 16 件 

環境面からの自動車の単体対策をすすめるべき 3 件 

交通に関する教育を国民に実施するべき 14 件 

交通に関する技術開発をすすめるべき 6 件 

交通に関連する製造業に関する責務を規定するべき 2 件 

交通に関する人材育成をすすめるべき 23 件 

交通の安全に関する規定をおくべき 23 件 

交通に関する統計の整備をすすめるべき 6 件 

交通労働者の労働条件に関する規定をおくべき 7 件 

 

（その他） 

基本法の制定にあたり、幅広な意見聴取と、オープンな議論が行われるべき 19 件 

 

 


